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　令和6年12月から、iDeCoと企業型DC（確定拠出年金）の制度が改正されます。特にiDeCoは、これまで

　 掛金上限12,000円だった人の掛金上限が20,000円に引き上げられます。同時に企業型DCでも新しい掛

金計算方法が導入され、DB（確定給付年金）等の他制度加入者の影響を反映した柔軟な拠出が可能に

なります。

Ⅰ　確定拠出年金(DC)と確定給付年金（DB）の違い

　確定拠出年金は、あらかじめ掛金額または掛金の算定方法が規約で定められています。一方、確定

給付年金は給付額または給付額の算定方法が規約で定められている制度となります。

Ⅱ　iDeCoの改正

　①（新規加入の場合）事業主証明書が不要になります⇒iDeCoの申し込みが簡単に！

　②掛金の拠出が毎月定額拠出のみになります⇒『毎月定額拠出』以外の方は変更が必要

　③第2号被保険者の掛金拠出枠が変更になります（企業型ＤＣ、ＤＢを実施している会社のみ変更）

⇒下記の図を参照　　　　　※2号保険者：会社員・公務員等

（月額20,000円を上限）

Ⅲ　企業型DCの改正

　DB等の他制度に加入している企業型DC加入者の拠出限度額が変更になります

月額55,000円　－ DB等の他制度掛金相当額

※＜経過措置あり＞

※計算の結果、従来の限度額を下回ることとなった場合、経過措置により、改正前の掛金を拠出すること

が認められています。

Ⅳ　改正の経緯

　上記のとおり、改正前は、会社が企業型DCと同時にDB（確定給付企業年金）等も導入していた場合、

iDeCoや企業型DCの拠出限度額が低く抑えられることが多くあった、という事情があります。今回の改正

はDB等の他制度ごとの掛金等の実態を反映し、利用者間の公平性を図る目的で行われております。
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